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富士火災海上保険株式会社 (代表取締役社長兼 CEO 横山 隆美)は、2016年 4月 1日より、医療総合保険 

「みんなの健保 2」、引受基準緩和型契約特約付医療総合保険「持病のある方も入りやすいみんなの健保 3 」、

業務災害補償総合保険「みんなの労災ガード」等の商品付帯サービス*1「ベストホスピタルネットワークサービス」

を開始します。本サービスは、2009年4月より導入し12,000件以上の利用実績がある「日本を代表する医師に

よるセカンドオピニオンサービス」を拡充するもので、専門医が在籍する医療機関への受診手配や紹介を追加し

た新サービスとなります。 

 

新サービスとして加わる受診手配・紹介サービスは、主治医のもとでは対応できない治療法や手術方法を主治

医が必要と判断し、お客さま（患者ご本人）がその内容を希望した場合に提供するサービスです。お電話でご相

談いただければ、専任のスタッフが専門医による受診が可能な医療機関との調整を無償でサポートします。専

門分野の医師が在籍する提携先の医療機関での受入・治療が可能な場合に、受診の手配や紹介が可能となり

ます。 

医療技術が日々進歩する中、本サービスの導入によって、お客さまの病状やその治療法に適した医療機関で

の治療の実現をサポートします。 

 

「ベストホスピタルネットワークサービス」は、電話による健康相談のほか、医療関連サービスおよびEAP(従業

員支援制度）関連サービスのリーディングカンパニーであるティーペック株式会社*2が提供する保険商品付帯サ

ービスです。本サービス開始に当たり、同社は全国で24の医療機関と提携しており、今後も提携医療機関は拡

大していく予定です。 

 

（受診手配・紹介サービスを受ける際の主な条件） 

・主治医のもとでは対応できない治療法や手術方法を主治医が必要であると判断した場合 

・お客さま（患者ご本人）が当サービスの内容を理解し、希望している 

・手配先の医療機関に、その専門分野の医師が在籍し、患者の受入・治療が可能な場合 

・お客さま（患者ご本人）が手配先の医療機関での受診を了承している 

・主治医側も納得し、紹介状（診療情報提供書）を準備できる 

・原則、三大疾病（悪性新生物（がん）・脳血管疾患・心疾患）が対象 

本サービスの同一病名でのご利用は 1回のみとなり、受診にかかる費用はお客さまのご負担となります。 

 

*1 対象となる商品種目は弊社ホームページでご確認ください。 http://www.fujikasai.co.jp/ 

*2 ティーペック株式会社（代表取締役社長 砂原健市）はAIGのグループ会社です。 

同社は24時間・年中無休体制の健康・医療相談、各種研修やEAP関連などのサービスを提供しています。 

 

 

 

 

専門分野の医師が在籍する医療機関への受診を手配・紹介するサービスを開始 

～既存商品の加入者も対象に、「ベストホスピタルネットワークサービス」 ～ 

http://www.fujikasai.co.jp/

